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令和５年多摩市議会第１回臨時会について 

１ 日程 

令和 5年 5月 16日（火）（1日間） 

２ 多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したことについて 

提案理由 

「地方税法等の一部を改正する法律」が令和５年３月３１日に公布された。本

市の令和５年度課税に当たり、本年４月１日から適用するため「多摩市国民健康

保険税条例」の一部を改正する必要が生じ、地方自治法第１７９条の規定に基づ

き、令和５年３月３１日付けで、専決処分したことについて報告するもの。 

主な改正点は、国民健康保険税の後期高齢者支援金分に係る課税限度額を２０

万円から２２万円に改めるもの、また、所得金額により均等割額の軽減を判定す

る金額について。５割の軽減の判定を行う金額は、加入者一人あたり２８万５千

円から２９万円に改め、２割の軽減の判定を行う金額は、加入者一人あたり５２

万円から５３万５千円に改めるものである。 

 原案可決。 

 

令和 5年 5月 18日 
多摩市国民健康保険運営協議会
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